
生駒市教育委員会規則第６号 

 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成２０年１０月１日 

生駒市教育委員会委員長 中井 公人  

 

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部を改正する規則 

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員会規則

第９号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１１号中「１００万円」を「２００万円」に改め、「施行」の次に

「、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工」を加え、同条第１６号

中「１００万円」を「１，０００万円」に改め、同条第１７号を削り、同条第１

８号中「１００万円」を「２００万円」に改め、「関すること」の次に「（第８

条第１７号に係るものを除く｡)」を加え、同号を同条第１７号とする。 

第７条の３第７号中「１００万円以上３００万円」を「２００万円以上５００

万円」に改め、「施行」の次に「、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等

の起工」を加え、同条第９号中「１００万円以上３００万円」を「２００万円以

上５００万円」に改め、「関すること」の次に「（次条第１７号に係るものを除

く｡)」を加え、同号を同条第１０号とし、同条第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、１件１

，０００万円以上２，０００万円未満のものに関すること。 

第８条第１５号中「１００万円」を「２００万円」に改め、「施行」の次に

「、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工」を加え、同条第１７号

ケ中「１００万円」を「２００万円」に改め、同号を同条第１８号とし、同条第

１６号の次に次の１号を加える。 



(17) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、１件

１，０００万円未満のものに関すること。 

第１１条の２中「７０万円」を「１５０万円」に改める。 

第１２条第６号中「５０万円」を「１００万円」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


